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１．グループ化の促進に向けた取組みについて 

様々な施策を組み合わせることによって 船舶管理会社を核としたグループ化を推進することにより 一

船舶管理会社

様々な施策を組み合わせることによって、船舶管理会社を核としたグル プ化を推進することにより、
杯船主が多数を占める業界構造を改善し、オーナーの競争力の強化を図る。 

共有建造制度 税 暫定措置

船員の育成 代替建造の促進 
船舶管理会社 

船員計画雇用促進等事業
の活用など、グループ化を
行う事業者に対する雇用の
インセンティブの拡充につ

共有建造制度、税、暫定措置
事業の建造等納付金など、グ
ループ化等を行う事業者に対
する船舶の代替建造のインセ インセンティブの拡充につ

いて検討 
する船舶の代替建造のインセ
ンティブの創設・拡充について

検討 

管理会社を評価できる仕組み作り

船舶管理に関するガイドラインの作成や、船舶管理会社を客観的に評価する指標の作成などの検討 

管理会社を評価できる仕組み作り

要求に向け検討 

スケジュール 平成23年度 平成24年度 平成25年度以降 

・共有建造制度によるイン
センティブ付与

検討結果を踏まえ要求・実施 
センティブ付与

・税制によるインセンティ
ブ付与 

・船員計画雇用等促進事業
によるインセンティブ付与

税制改正の状況を見つつ検討 

要求に向け検討 検討結果を踏まえ要求・実施 

検討結果を踏まえ要求・実施 

によるインセンティブ付与 

・ガイドラインの策定、評価
指標の作成 要求に向け検討 

ガイドラインの策定 
検討結果を踏まえ要求・実施 
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共有建造制度におけるグループ化促進に向けた取組 

集約化・グループ化対応船舶の建造に伴う船舶使用料利率の軽減措置は 平成２１年度補正から実施集約化 グル プ化対応船舶の建造に伴う船舶使用料利率の軽減措置は、平成２１年度補正から実施
しており、現在も最高の軽減措置（０．３％）を実施しているところである。 

共有建造制度について グループ化促進の取組について 

機構 事業者 

（機構の資金措置） （機構の技術支援） 
【平成２１年度補正】 

集約化・グループ化対応船舶の建造に伴う
準備資金
70～90％ 

準備資金 
30～10％ 

造船所

本船担保 
長期・低
利の資金

担保不足
の事業者
が多い

共
同
発
注
・ 

支
払
い 

①船舶の設計の 

審査       

②船舶建造中の

船舶使用料利率について、０．６％の軽減
利率を適用【新規】 
⇒２隻申請 

  機構持分  
７０％～９０％

事業者持分 
３０％～１０％

共
有 

造船所 利の資金 が多い
 ②船舶建造中の

工事監督    

７０％～９０％ ３０％～１０％

  

共 
 

 
 

有

 船舶使用料支払い 
機 

事業者 

【平成２２年度～】

集約化・グループ化対応船舶の建造に伴う
船舶使用料利率について、０．３％の軽減
利率を適用

    共有 
満了時 譲渡 

有
期
間
（
耐
用
年

 
構 

使用 
管理 
収益 

③共有期間中の 
船舶のﾒﾝﾃﾅﾝｽ 
サポート      

利率を適用
（軽減利率としては最高のもの） 

⇒申請実績なし 
年
数
） 

事業者持分 １００％ 
２ 



船員計画雇用促進等事業におけるグループ化促進の取組 

◇ 助成金の概要◇ 船員計画雇用促進等事業の概要

内航海運事業者

◇ 助成金の概要

グループ化した 
内航海運事業者

国土交通大臣の認定国土交通大臣の認定  

◇ 船員計画雇用促進等事業の概要

内航海運事業者 

 

日本船舶・船員確保計画 
グループ化した事業者が行う新人船員の
確保・育成の取組み

２種類 ３種類 

内航海運事業者

 内定者又は試行雇用者１人当たり次のいずれか１つ
の助成金を支給

内航海運事業者

確保・育成の取組み 

新人船員に対し、船員関係の資格を取得
させる取組み 

助成金

【共同型船員確保育成助成金】 
最大２７万円

の助成金を支給

新人船員に乗船訓練（ＯＪＴ）を実施 の種類 
最大２７万円

【新規船員資格取得促進助成金】 
最大１５万円 ＜計画的な船員の確保・育成の取組み＞ 

【船員計画雇用促進助成金】 
最大３６万円 

乗船訓練 

資格取得の講習 新人船員を 
計画的に雇用

助 成 
金 額 

最大３６万円 
／１人 

最大３６万円 
／１人  _ 

計画的に雇用

助成金による支援 

インセンティブの拡充

内航海運事業者のグループ化を促進し、新人船員の計画的な確保・育成を図る。 

インセンティブの拡充
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２．規制緩和に向けた取組みについて 

平成22年10月に海事局内に規制改革プロジェクトチームが発足 内航海運業界からヒアリングを行うな平成22年10月に海事局内に規制改革プロジェクトチ ムが発足。内航海運業界からヒアリングを行うな
ど、規制緩和要望についての検討を行っている。 

≪これまでの取り組み例≫ 
沿海区域の拡大 ①限定近海区域の 部のみを航行する船舶の構造 設備要件の設定 沿海区域の拡大  

 
 
 船舶料理士資格 

①限定近海区域の一部のみを航行する船舶の構造・設備要件の設定
②沿海区域の部分的な拡大の検討 
③沿海資格船の限定近海船への変更を容易にするための基準見直し 

陸上の調理師資格を有する者等一定の知識及び能力を有する者に対する船内調理業務経験 船舶料理士資格 
 に係る要件緩和 

 
 

 危険物等取扱責任 

陸上の調理師資格を有する者等 定の知識及び能力を有する者に対する船内調理業務経験
期間の短縮。さらに、同措置の対象者であって、船舶料理士資格所持者の監督のもとに行わ
れる船内教育を受けた者であれば船内調業務経験を免除 

5年ごとの資格更新の際に求められる乗船履歴を、従来の過去5年のうちの1年から過去5年
 者資格更新のため 
 の乗船履歴緩和 

5年ごとの資格更新の際に求められる乗船履歴を、従来の過去5年のうちの1年から過去5年
のうちの3カ月に短縮 

☆ 今後も引き続き規制改革プロジェクトチームを開催し、上記項目以外についても検討を行う予定 

スケジュール 平成23年度 平成24年度 平成25年度以降 
限定近海区域の一部のみを航行する

船舶の構造・設備要件の設定 

沿海 域 部分的な拡大 検討 検討結果を踏まえた措置・沿海区域の拡大 

・船舶料理士資格

沿海区域の部分的な拡大の検討 検討結果を踏まえた措置

沿海資格船の限定近海船への変更を容易にするための基準見直し 

省令改正予定

４ 

船舶料理士資格
 に係る要件緩和 
・危険物等取扱責任 
 者資格更新のため 
 の乗船履歴緩和 

省令改正予定
（本年8月公布、9月施行） 

本年中に措置予定 



３．省力化に向けた技術開発の取組みについて 

内航海運の競争力強化に資する技術の開発・普及を図るとともに これを踏まえた規制の緩和を併せて内航海運の競争力強化に資する技術の開発 普及を図るとともに、これを踏まえた規制の緩和を併せて
推進する。 

次世代内航船に関す人にやさしいブリッジ
開発 検証

スーパー・エコ・シップ及び
高度船舶安全管理システム

 
省力化可能なブリッジの構造
改善に関する開発・検証など、
甲板部の省力化技術の開発

る乗組み制度検討会 の開発・検証 ブリッジ 

高度船舶安全管理システム
搭載船について進められて
きた検証運航について、今
後とも一層の推進を図る。 

甲板部の省力化技術の開発・
普及を推進するとともに、安全
性等の検証や関係者間の合
意形成などを行いつつ、その意形成などを行い 、その
省力化効果に応じた規制の見
直しを行う。 

エンジン 

スケジュール 平成23年度 平成24年度 平成25年度以降 

・人にやさしいブリッジの開
甲板部の省力化に資するブ
リッジの設計要件等の検討

検証結果を踏ま人にやさしいブリッジ搭載船舶による実船検証 

次 航船 す

人にやさしいブリッジの開
発・検証 

リッジの設計要件等の検討

先進モデル船での実船検証 

え、必要に応じ
規制見直し 

５ 

・次世代内航船に関する
乗組み制度検討会 平成24年7月まで検証運航を実施 検証結果を踏まえた対応・措置 



新技術導入を踏まえたブリッジ・航海機器の標準設計指針等の策定 
 

省力化可能なブリッジの構造改善に関する開発・検証など 甲板部の省力化技術の開発・普及を推進省力化可能なブリッジの構造改善に関する開発・検証など、甲板部の省力化技術の開発・普及を推進
するとともに、安全性等の検証や関係者間の合意形成などを行いつつ、検証された省力化効果に応じ
た規制の見直しを図る。 

内航船における船員の作業環境の比較検証  
・危機回避、視界等 

・船員の負担感 

先駆的船舶に対する調査 
 

 ・先駆的な設備の使用状況 
 （音声操縦装置等） 
 ・船員、造船会社、舶用メーカーに対する 
  ヒアリング 
 ・先駆的設備の普及に当たっての課題の 
  整理 

操作性・作業性・情況判断のしやすさの向上
と省力化効果の検討 

 
・必要な設備類の検討 

諸外国・他モード・他調査における 
ブリッジ・操縦席のあり方の調査 

 
・各国船級のワンマンブリッジ基準

過去の事故事例の検証 
 

・過去の事故事例からみた有効と考えられる ・各国船級のワンマンブリッジ基準
・航空機のコックピット、鉄道の操縦席等の設計の調査 

・他調査における検討状況 

・過去の事故事例からみた有効と考えられる
機器類の検討 

・既存の機器類の有効性の検証 

人にやさしいブリッジ実現のための方策の提示  
 ・必要となる設備・機器類の提示（レーダー、AIS、GPS、ECDISの統合、エンジン監視機能 等） 
 ・作業負担の軽減、安全性の向上に資する配置のあり方の提示（視認性の高いブリッジ（コックピット型）、操作性の   

高いタッチパネル 等）  高いタッチパネル 等） 
 ・代表的な船種におけるブリッジの設計図 
 ・課題の整理（コスト面、技術面、規制面） 
 ・内航の活性化に資する当直体制の見直し案の提示                                    等 

６ 



ＳＥＳ及び高度船舶安全管理システム搭載船の乗組み制度見直しについて 

背 景

次世代内航海運ビジョン（平成14年４月） 

◆地球温暖化対策：京都議定書における対応等、地球的規模での環境保全の取組の強化 

背 景

◆高度かつ効率的な輸送サービスの構築：技術革新の進展や経済社会情勢の変化に適切に対応し、一体的
かつ総合的な社会的規制の見直しが必要。 

 
◆平成16年8月より、官公労使で構成される「次世代内航船に関する乗組み制度検討会」において、次世

代内航船（新技術を導入した船舶）に適した効率的な乗組み体制のあり方について検討を開始

検討経緯 

代 航船（新技術を導 船舶） 効率 乗組 体制 あり方 検討を開始
 
◆第8回の同検討会（H21年7月）で、SES（スーパーエコシップ）、高度船舶安全管理システム（陸上から
機関の運転状態を監視するシステム）の配乗見直しに関する基本方針（機関部職員の1名化を可能とす
る運用）が決定 

SES、高度船舶の検証運航に係る手続き 

 

船舶職員法第20条の特例許可

平成24年7月末※ 

 高度船舶は海事局 
の認定が必要 

(SESは認定不要)

    実船検証 
（シャドープレーでの検証） 

1ヶ月間

       検証運航 
（機関部職員1名での検証運航が可能） ※その後の取扱いは、 

  これまで蓄積さ 
れた実績を踏ま

(平成21年12月より運用開始) 
    

  船舶職員法第20条の特例許可
（初回は6ヶ月間、それ以降は1年毎に更新） 

 (SESは認定不要) 1ヶ月間 れた実績を踏ま 
  えて、同検討会 
  で検討 

【これまでの実績】 高度船舶4隻が実船検証を終了、そのうち2隻が検証運航を実施中 
７ 



４．船舶の環境性能向上に向けた取組みについて 

二軸SESなど廉価なSESの標準船型開発・普及や排出原単位の精緻化等 ハード面の性能向上に向け二軸SESなど廉価なSESの標準船型開発 普及や排出原単位の精緻化等、ハ ド面の性能向上に向け
た取組みや、省エネ運航の推進などソフト面の性能向上に向けた取組みを一体的に行う。 

船舶の省エネ化 
在来型のSES（１軸）より廉価な２軸型
SESの標準船型の開発を推進し、コス

ト縮減を図る 

現在１種類しか定められていない船舶
のCO2排出原単位を精緻化し、環境性

能の「見える化」を推進 
ハード・ソ

運航の省エネ化

SESの更なる普及促進 将来的には支援措置とも連動 
環境性能の優れた船舶が選好される仕組みに 

ハ ド ソ
フト一体と
なり環境性
能の向上

従来から行われてきた省エネ運航の取組み（航路に即した減速運航の推進など）を
客観的に評価することで更なる推進を図る 

運航の省エネ化 能 向
を促進 

スケジュール 平成23年度 平成24年度 平成25年度以降 

・廉価版SESの開発・普及 

・排出原単位の精緻化 排出原単位案について検討 経済産業省審議会での
審議 

２軸SESの開発 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構の共有建造制度を活用し、普及促進 

経済産業省告示
改正 新原単位の普及拡大 

・省エネ運航の推進 表彰制度の創設について検討 検討結果を踏まえ実施 
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二軸SESの標準船型開発について 

SESの更なる普及促進による船舶の環境性能向上のためSESの更なる普及促進による船舶の環境性能向上のため、 
インバータを不要とすること等により建造・メインテナンスコストを抑制しつつ、一定の省エネ効果を確保
した２軸型SESの開発を行う。 

２軸型SES

省エネ効果 
在来船比約10～15％向上 

（１軸型SESは在来船比20%程度向上） 

２軸型SES 
完成予想図 

開発目標 

建造コスト 
１軸型SESの10％減 

（在来船比コスト差10%以内） 

メインテナンス 汎用機器の使用で在来船以下 

平成21年度 平成22年度 平成23年度

可変ピッチプロペラ 
（インバーター不要） 

平成21年度 平成22年度 平成23年度
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 

調査・検討 

方針・目標策定

開発スケジュール 開発スケジュール 

方針・目標策定 

基本計画 

 ７４９型タンカー 
 ７４９型セメント船 
４９９型タンカ

水槽試験 

基本設計 

 ４９９型タンカー

９ 



排出原単位の精緻化に向けた取組みについて 

現行では 船種 大きさに関わらず 種類しか規定されていない省エネ法（荷主規制）における内航船

現行の標準原単位
【現状の課題】低低

現行では、船種、大きさに関わらず一種類しか規定されていない省エネ法（荷主規制）における内航船
原単位について、以下のとおり精緻化等を行うことにより、内航海運の更なる省エネ化を推進する。 

現行の標準原単位
  0.555 MJ/ﾄﾝｷﾛ 

【現状の課題】 
船種・規模等によらず同一数値なため、事業者の省
エネ努力が反映されない。 

低低  

船種別・規模別に 荷主が、標準原単位の表から対応する原単位を選択。 

見直しの方向性 

排
出

標準原単位設定 
（省エネ法告示改正）  

⇒内航事業者が個別に原単位を提供する必要なし。原
単位の優れた船種・規模の船舶は、それが適切に反映。 

内航事業者等が船舶の主要目等を使用して簡易に個船

出
量
計
算

個船の原単位の 
簡易計算法 

（算定ガイドライン） 

内航事業者等が船舶の主要目等を使用して簡易に個船
の原単位を算出し荷主に提供。 
⇒標準原単位よりも良い原単位を有する船舶は、この
計算法をとることで、省エネ努力が反映。 

の
精
度 

実績値に基づく
燃料使用量、輸送トンキロ等の実績値に基づき排出量
算出実績値に基づく

排出量計算 
算出。
⇒実際の排出量を反映。個別に事業者に実績データ提
出する等の手間がかかる。現行制度で可能。 

高高  
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省エネ運航の推進について 

船舶の運航データの解析及び個別訪船により 省エネ運航の方向性診断を行い 経営トップに対し診断船舶の運航デ タの解析及び個別訪船により、省エネ運航の方向性診断を行い、経営トップに対し診断
結果を提示。経営トップは診断結果に基づく取り組みを指示することにより省エネ運航を実現。 

運航データの解析 訪船による省エネ
運航の方向性診断 

経営トップに対する
診断結果の提示 

診断結果に基づく
取り組み 

省エネ運航の実現省エネ運航の実現 ⇒⇒ 燃料消費量の削減（経費削減）燃料消費量の削減（経費削減）省 ネ運航の実現省 ネ運航の実現 燃料消費量の削減（経費削減）燃料消費量の削減（経費削減）
フォローアップし、効率の高い省エネ運航の取組みを行っている船舶を表彰フォローアップし、効率の高い省エネ運航の取組みを行っている船舶を表彰  
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５．海外等新たな需要開拓に向けた取組みについて 

造船業の海外展開について 効果的な海外売船について造船業の海外展開について 効果的な海外売船について

      内航船舶は、海外に中古で売船されることが
大半だが、個々のブローカーが売船を行っており、必ず
しも効率的でない。

現状 船隊整備や我が国固有技術を活かした洋上施設の設
置の可能性がある、又は、我が国の造船所や舶用メー
カーが工場進出する可能性がある新興国・途上国に対 しも効率的でない。

以下の取組みの推進に向け、検討を開始 

海外売船の効率化 船舶管理と一体となった 
海外売船

カ が工場進出する可能性がある新興国 途上国に対
し、官民を上げて密度の濃い持続的な接触・輸出促進を
行う。 

具体的には以下の取組みを推進

インドネシアを初めとした
東南アジア向けの海外売
船について、政府との意
見交換や売船セミナーの

 
中古船の売船と一体とし
て、船舶管理というソフト
面についても海外展開が

海外売船
具体 以 取組 を推進

・政府間で、海事技術及び海事産業に関する包括的な
協力の覚書を結ぶなど協力関係を樹立。 

・官側の人員体制強化。 見交換や売船セミナ の
実施を通じた関係の構築
を図り、将来的には売船シ
ステムの構築を目指す。 

面についても海外展開が
できないか、先進的な事
例を調査しつつ検討を行う。 

官側の人員体制強化。

・国際協力銀行の融資や国際協力機構の政府開発援
助（ODA）を積極的に活用。 

スケジュール 平成23年度 平成24年度 平成25年度以降 

・造船業の海外展開の 
  推進 

・効果的な中古船の海外 関係各国と意見交換
実施結果を踏まえ今後のあり方について検討

・個別プロジェクトの案件形成 
・生産拠点海外展開 

協力枠組 
の構築 

・ODAスキームでの本邦技術
活用支援 

・官民連携体制整備 

売船システムの構築 

・船舶管理と一体となった
海外売船の促進 

関係各国と意見交換 
セミナーの実施 
先進事例の調査 

セミナーの実施 実施結果を踏まえ今後のあり方について検討

実施結果を踏まえ今後のあり方について検討 
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造船業の海外展開について 

官民連携による海外沿岸航行船代替プロジェクトに対する取り組み

国  概要  これまでの取り組み 

トルコ トルコ沿岸を航行す 2011年3月 トルコ海事庁との官民合同会議（課長級）

官民連携による海外沿岸航行船代替プロジェクトに対する取り組み

トルコ トルコ沿岸を航行す
る老朽貨物船（船隊
規模約100隻）の代
替 

2011年3月
 
 
2011年5月

トルコ海事庁との官民合同会議（課長級）
を実施（於：アンカラ） 
 
トルコ海事庁長官と海事局長による海事

 
 
2011年5月 

長 長
分野に係る協力覚書に署名（於：アンカラ） 
 
トルコ側プロジェクト担当者を招聘し技術セ
ミナ を実施（於：東京）ミナーを実施（於：東京）

インドネシア  全体の約4割（約
3,000隻）を占める老
朽内航船の代替

～2011年6月 
 

ODAを活用した公的ファイナンススキーム
を構築すべく案件形成（JICAによる協力準
備調査実施中）朽内航船の代替

 
2011年6月  

備調査実施中）
海運総局との協議 
JRTTによる中古船売却セミナーを実施（於：
ジャカルタ） 

タイ  老朽化した内航貨
物船（100隻超のタ
ンカー等）の代替 

2011年3月 
 
 

タイ運輸省海事次長出席の下、内航船に
係る官民合同技術セミナーを実施（於：バ
ンコク） 

2011年6月  
 
タイ運輸省との課長級会議を実施。（於：
バンコク） 
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中古船の海外売船の促進について 

外航船の場合 バルティック・海運取引所（ロンドン）のような売船相場を把握できる市場が存在するが外航船の場合、バルティック・海運取引所（ロンドン）のような売船相場を把握できる市場が存在するが、
内航船においては、日本側ブローカーと外国側ブローカーの個人的なつながりで売買を行っているとこ
ろ、売主側と買主側のニーズをマッチングする情報提供システムの構築が必要。 

【現状】 【売主 買主 ブ カ と 情報共有】

売主 

【現状】

売主 売主 売主 

【売主、買主、ブローカーとの情報共有】

国内ブローカー 国内ブローカー 国内ブローカー 国内ブローカー 

海外ブローカー 海外ブローカー 海外ブローカー 海外ブローカー 

買主 買主 買主 買主 
日本の内航船の効果的な再
活用に関するワークショップ
の様子(23/6/23ジャカルタ) 

相手国においてセミナーを開催、意見交換を行うことにより買船のリクエストを把握 
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６．暫定措置事業の見直しについて 

暫定措置事業については 平成27年度で解撤等交付金 免除制度 留保制度がなくなることとなってお暫定措置事業については、平成27年度で解撤等交付金、免除制度、留保制度がなくなることとなってお
り、平成28年度以降について、環境負荷の低減、業界構造の改革に向けたインセンティブとなるような
制度へと見直しを行う。 

従来の単価制度 見直し後の単価制度のイメージ

建造等納付⾦ 解撤等交付⾦
（平成27年度で終了） 

①特に環境性能に優れ、グルー
プ化・協業化を行う船舶への代

建造時に支払い 船齢15歳以下

の場合は解撤
時に支払い

船齢16歳以上の

場合は解撤等交
付金相当額を相殺

能（ 定期間権
建造等

プ化・協業化を行う船舶への代
替建造 
②環境性能に優れた船舶への
代替建造 
③その他の船舶への代替建造時に支払い

可能（一定期間権
利を留保可能） 

建造等
納付⾦ 

③その他の船舶への代替建造
及び新船建造 

などのグループ毎に建造等納付金
単価を設定 暫定措置事業の仕組（見直しを行わなかった場合：平成28年度以降）

建造等納付⾦ 解撤等交付⾦ 

単価を設定、暫定措置事業の仕組
みを活用した業界構造の改革、環
境負荷の低減を図る 

スケジュール

建造時に支払い 
免除制度、 
留保制度も廃止 

廃止 ※免除制度、留保制度は廃止 

スケジュ ル 

・平成23年度内に内容の検討を行い、規程改正に向けた調整を行う。 
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